
 

令和７年度子育て支援員研修 

地域保育コース（地域型保育）開催要領 

 

１ 目 的  地域において子育て支援の仕事に関心を持ち、子育て支援分野の各事業等に従事

することを希望する方に対し、必要となる知識や技能等を習得するための全国共通

の子育て支援研修制度が創設されました。本研修は、これらの支援の担い手となる

子育て支援員を養成することを目的としています。 

 

２ 主 催  山梨県 

 

３ 対象者  山梨県内に在住または在勤（保育や子育て支援分野）の方で、地域において保育

や子育て支援等の仕事に関心を持ち、県内において保育や子育て支援分野に従事す

ることを希望する方及び既に従事している方。 

 

４ 研修内容  「子育て支援員研修事業実施要綱（令和６年３月３０日付けこ成環第１１１

号、こ支家第１８９号こども家庭庁成育局長、こども家庭庁支援局長連名通

知）」で定められた「子育て支援員基本研修」及び「子育て支援員専門研修（地

域保育コース（地域型保育））」 

 

５ 募集定員   基本研修、専門研修 ６０名程度 

       ※本コースは公立大学法人山梨県立大学（以下「県立大」という。）が山梨県よ

り委託を受けて実施します。 

 

６ 日程及び会場  日程表のとおり（別紙 1）。 

         ※ただし、専門研修の受講には、基本研修の修了が条件となります。 

 

７ 参加費  無料。ただし、資料代、会場への往復の交通費及び昼食代等は自己負担としま

す。詳細は受講決定の際にお知らせします。 

 

８ 申込み方法 

    （１）募集期間 令和７年５月２３日（金）～令和７年６月１３日（金） 

           ※郵便の場合は６月１３日必着。持参する場合は１７時１５分で 

受付終了。 

     

（２）申込先  お住まいの市町村児童福祉主管課（別紙２） 

           ※県外在住で県内在勤（保育や子育て支援分野）の方は、勤務先の所在

する市町村児童福祉主管課 

    （３）申込方法 

受講を希望する方は、参加申込書（別紙 3）、見学実習施設意向確認書（別紙

4）、別紙５（心肺蘇生法の希望日程アンケート）に必要事項を記入のうえ、募

集期間内に、上記申込先に郵送又は持参により申し込みください。ファクシミ

リによる申し込みはできません。また、本人確認書類として公的書類（運転免

許証、健康保険証等）の写しを必ず同封してください。 

※申込多数の場合は、従事先が確定している方を優先する等、参加者の調整をす

る場合がありますので、あらかじめ了承ください。 

 



 

（４）受講者決定 

        令和７年７月初旬頃までに、申込先の市町村を経由して、受講者本人宛に受講決

定通知及び受講証を郵送します。また、定員超過等により受講できない方に対し

てもその旨通知します。 

 

９ 問合せ先 

       〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1 

       山梨県総合県民支援局子育て・次世代サポート課子育て支援担当 

       電話 055-223-1456  FAX 055-223-1475 

      ※こちらは申込先ではありません。申込先は８（２）を参照してください。 

 

１０ 修了証の交付 

        各研修で設定する全ての科目及び見学実習を修了した方には、「子育て支援員研

修修了証書」を交付します。 

        また、他の都道府県等に転居した場合や、病気等の理由により、やむを得ず研修

の一部を欠席した場合には、「子育て支援員研修一部科目修了証書」を交付しま

す。 

 

１１ 基本研修受講免除 

        次に掲げる資格等を所有している方については、本人の希望により、基本研修の

受講を免除することができますので、免除を希望する方は、参加申込書にその旨

記載のうえ、当該資格等の免許証等の写しを添付（氏名変更等により免許証等の

氏名と異なっている方は、戸籍抄本を同封）してください。 

    （１）保育士 

    （２）社会福祉士 

    （３）子育て支援員研修修了者（基本研修修了者） 

    （４）幼稚園教諭、看護師、保健師の資格をお持ちの方で日々子どもと関わる業務（保

育所、幼稚園、認定こども園、地域子育て支援拠点、放課後児童クラブなど）に

携わっている方。 

 

１２ 留意事項 

    （１）令和６年度にこの研修を受講し、一部科目修了証書の交付を受けた方は、一部科

目の受講を免除することができますので、免除を希望する方は、参加申込書にそ

の旨記載のうえ、一部科目修了証書の写しを添付してください。 

    （２）本研修は、あくまでも受講者を「子育て支援員」として認定するものであり、研

修修了後の雇用を保証するものではありません。市町村により、事業が行われて

いない場合がありますのでご了承ください。 

    （３）本研修における使用言語は日本語となります。講義・実習及び教材等において、

外国語での対応は致しかねますのでご了承ください。 

    （４）参加申込書の記入内容が事実と異なる場合、受講及び修了の認定が取消となるこ

とがあります。 

 

１３ 個人情報 

        参加申込書に記載された個人情報については、適正な管理を行い、本事業の運営

以外の目的に利用することはありません。 


